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リース特別控除取戻税額に関する明細書
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(36) の 計 13

① 又 は ( ① ＋ ② ) 14
(17)の① (17)の①＋②

(13) ＋ (14) 15

供 用 年 度 の リ ー ス 税 額 控 除 実 施 額
○○○○((11)と(16)のうち少ない金額)○○○○

17
① ②

供用廃止設備のリース特別控除額相当額
○○○(12)－(15)(マイナスの場合は０)○○○

16

供用年度の取得に係る繰越税額控除限度超過額
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限 度 超 過 額 の 控 除 実 施 額 の 合 計 額
● ( 別 表 六 ( 三 十 一 ) ｢ 7 ｣ の 合 計 ) ●

18

(18) の う ち 供 用 年 度 前 の 繰 越 税 額
控 除 限 度 超 過 額 の 控 除 実 施 額

20

供用廃止設備の繰越税額控除限度超過額控除実施相当額
(18)－(19)－(20)－(23)－(24)（マイナスの場合は０)
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供 用 年 度 後 の リ ー ス 税 額 控 除 実 施 額
○ ○ ((25) と (26) の う ち 少 な い 金 額 ) ○ ○
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(18)のうち連結納税の承認を取り消された日前５年以内に開始し
た各連結事業年度における繰越税額控除限度超過額の控除実施額 24
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(37) の 計 21

③ 又 は ( ③ ＋ ④ ) 22
(27)の③ (27)の③＋④
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○ ○ ○ ○ ○ (17) ＋ (27) ○ ○ ○ ○ ○
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(11)－(17) 26

(30)の計

供用廃止設備の供用年度に事業の用に供した他の供用廃止設備で既にリース特別控除の取戻しの適用を受けた供用廃止設備の明細

資 産 の 名 称 32 計

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 ○ ○ ○ ○ 30
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算
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(11) と (28) の う ち 少 な い 金 額 29

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 の 合 計 額 31

リ ー ス 費 用 の 総 額 35 円 円 円

事 業 の 用 に 供 し な く な っ た 年 月 日 34 ・　　・ ・　　・ ・　　・
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供 用 年 度 後 の リ ー ス 税 額 控 除 実 施 額 37
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